
令 和 ７ 年
３月31日
（月曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
循
環
型
社
会
形
成
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課
）
…
…
…
一

○
訓
令

山
口
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
農
林
水
産
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
地
改
良
区
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
農
林
水
産
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
循
環
型
社
会
形
成
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
一
号

山
口
県
循
環
型
社
会
形
成
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
循
環
型
社
会
形
成
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
山
口
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
又
は
」
を
削
り
、
「
聴
取
し
」
の
下
に
「
、
又
は
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
を
電

子
情
報
処
理
組
織
（
排
出
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
当
該
処
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
（
実
質
的
に
当

該
処
理
業
者
の
処
理
能
力
の
確
認
が
で
き
る
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
調
査
し
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
二
号

農
林
水
産
部

山
口
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
農
業
協
同
組
合
検
査
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
山
口
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
の
方
法
）

第
五
条

検
査
は
、
実
地
の
検
査
、
書
面
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
検
査
又
は
こ
れ
ら

を
組
み
合
わ
せ
た
方
法
に
よ
り
行
う
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
検
査
の
立
会
い
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
検
査
は
、
被
検
査
組
合

の
承
諾
を
得
た
後
」
を
「
現
物
検
査
は
」
に
、
「
立
ち
合
わ
せ
た
」
を
「
立
ち
会
わ
せ
た
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
、
前
項
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
」
を
削
り
、
「
立
ち
合
わ
せ
た
」
を
「
立
ち
会
わ
せ

た
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
訓
令
第
三
号

農
林
水
産
部
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農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
の
方
法
）

第
七
条

検
査
は
、
実
地
の
検
査
、
書
面
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
検
査
又
は
こ
れ
ら

を
組
み
合
わ
せ
た
方
法
に
よ
り
行
う
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
検
査
は
」
を
「
現
物
検
査
は
」
に
、
「
立
ち
会
わ
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
」

を
「
立
ち
会
わ
せ
た
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚒

検
査
は
、
組
合
の
監
事
を
立
ち
会
わ
せ
た
上
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
訓
令
第
四
号

農
林
水
産
部

土
地
改
良
区
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

土
地
改
良
区
等
検
査
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
訓
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
の
方
法
）

第
六
条

検
査
は
、
実
地
の
検
査
、
書
面
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
検
査
又
は
こ
れ
ら

を
組
み
合
わ
せ
た
方
法
に
よ
り
行
う
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
の
立
会
い
）

第
九
条

現
物
検
査
は
、
理
事
そ
の
他
の
責
任
者
一
人
以
上
を
立
ち
会
わ
せ
た
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⚒

検
査
は
、
監
事
を
立
ち
会
わ
せ
た
上
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
検
査
講
評
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
訓
令
第
五
号

農
林
水
産
部

農
林
水
産
事
務
所

水
産
振
興
局

水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

水
産
業
協
同
組
合
等
検
査
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
訓
令
第
九
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
の
方
法
）

第
六
条

検
査
は
、
実
地
の
検
査
、
書
面
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
検
査
又
は
こ
れ
ら

を
組
み
合
わ
せ
た
方
法
に
よ
り
行
う
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
検
査
の
立
会
い
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
検
査
は
、
水
産
業
協

同
組
合
等
の
承
諾
を
得
た
後
」
を
「
現
物
検
査
は
」
に
、
「
立
ち
会
わ
せ
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を

「
立
ち
会
わ
せ
た
上
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
前
項
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
」

を
削
り
、
「
立
ち
会
わ
せ
て
行
な
う
よ
う
」
を
「
立
ち
会
わ
せ
た
上
行
う
よ
う
」
に
改
め
る
。

二

山 口 県 報令和７年３月31日 月曜日 （号 外−12）



附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

山 口 県 報令和７年３月31日 月曜日 （号 外−12）

三

山 口 県 報令和７年３月31日 月曜日 （号 外−12）



令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


